
大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議設置要綱 
 

平成２２年１２月１３日 
制 定 

改正 平成２７年２月１８日  
平成２８年２月２３日  

 
 
（設置） 

第１条 「大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所と国公私立大学図書

館協力委員会との連携・協力の推進に関する協定書」（以下「協定書」という。）第２条第２項

の規定に基づき、大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議（以下「推進会

議」という。）を設置する。 
（目的） 

第２条 推進会議は、協定書の第２条第１項に掲げる事項について、連携・協力を進めることを

目的とする。 
（組織） 

第３条 推進会議の委員館は、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所

（以下「国立情報学研究所」という。）及び国公私立大学図書館協力委員会の常任幹事館で構成

する。 
２ 推進会議の設置期間は、協定書の有効期間とする。 

（委員長） 
第４条 推進会議に委員長を置き、委員館の代表者の互選によって選出する。 
２ 委員長の任期は８月１日から翌年７月３１日までの１年間とする。ただし、再任を妨げない。 

（会議開催） 
第５条 推進会議は、国立情報学研究所、国立大学、公立大学及び私立大学の各１館を含む委員

館の出席によって成立する。 
２ 議事は、出席全委員館の同意をもって決定する。 
（下部組織） 

第６条 推進会議は、必要に応じ、具体的な調査・検討及び事業等（以下 「調査等」という。）

を実施するための組織を設けることができる。 
２ 前項の組織は、推進会議の求めに応じて調査等を実施し、その結果について推進会議に報告 
又は審議事項の提案を行うものとする。 
３ 下部組織の設置要項は、別に定める。 
（事務局） 

第７条 推進会議の事務局は、国立情報学研究所に置く。 
（運営の細目） 



第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議において

別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成２２年１２月１３日から施行する。 
 

附 則 
この要綱は，平成２７年２月１８日から施行する。 

 
附 則 

この要綱は，平成２８年２月２３日から施行する。 


